
（ ）
年 月 日

実施
内容

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

審議事項

・整備用地を「公用車駐車場」から「公用車北側駐車場」に変更すること
・市民が「交流できる場」を創出すること

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

○原案のとおり承認する。
　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

事業効果
総合計画との関連

事業効果 執務室の狭あい化の解消及び市民が自由に利用・交流できる場の創出

効果測定指標 － 施策番号 －

R７ R８ R９

事業効果
年度目標

－ － －

（様式１）

事 案 調 書 戦 略 会 議
審議日 令和７ 10 30

年度

年度

案 件 名 (仮称)第３別館の公用車北側駐車場における整備について

所　　　管 財政
局
区

財政 部 管財 課 担当者 内線

事案概要

令和６年１２月１３日決定会議（施設の老朽化及び狭あい化に対応した執務スペース等の確保について）を経て決定した（仮称）第
３別館の整備について、改めて整備用地・規模等について諮るもの

【

★

○「調整会議」、「決定会議」、「戦略会議」の別及び「審議日」をプルダウンから選択してください。

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面、定性面）

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケジュール／事業経費・財源／必要人工

庁内調整
入

札

倉庫等

設計・解体

12
月
補
正

測量・地質調査

基本・実施設計

工事議
会

入
札

庁議

供
用
開
始

入
札

家屋

調査

仮
契
約

家屋

調査
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備　　考

資料のカラーユニバーサルデザイン確認済

政策課、経営監理課、DX推進
課、総務法制課、人事・給与
課、職員厚生課、財政課、ア
セットマネジメント推進課、公
共建築課、こども・若者政策
課、こども・若者応援課、中央
区役所区政策課、管財課

令和７年６月１７日　関係課長打合せ会議
　議会との調整状況によっては、適宜、調整を行うこと。前回の決定会議から変更に
なった理由について、十分に調整すること。

報道への情報提供 なし

パブリックコメント なし 時期 議会への情報提供 なし

日程等
調整事項

条例等の調整 なし 議会提案時期 令和９年12月 定例会議

〇

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

必要な人工 C=A-B 0 0 0 0 0 0 0

局内で捻出する人工※ B

R1１ R１２ R1３

実施に係る人工 A

項目 R７ R８ R９ R１０

捻出する財源概要

税源涵養
（事業の税収効果）

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

40,830

元利償還金（交付税措置分を除く）

一般財源拠出見込額 22,510 184,780 91,850

捻出する財源※２

うち任意分 22,510 184,780 91,850 40,830

一般財源 22,510 184,780 91,850 40,830

その他

特
財

地方債 25,000 490,500 650,300 150,210

国、県支出金

うち任意分 47,510 675,280 742,150 191,040

事業費（総務費） 47,510 675,280 742,150 191,040

〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

○事業経費・財源

○必要人工

○本件事業が関連するＳＤＧｓのゴールに「○」を付してください。
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（庁議結果）

【必要人工について】
〇（人事・給与課長）必要人工について、事案調書には人工の記載はなく、今後、精査していくということだが、現在の調整定数
等の関係もあることから、定数要求をしっかりとしていただきたい。また、当初の完成予定から１年遅れるということだが、今年
度から職員定数も増えているため、採用状況にもよるが、事務室の確保など臨機応変に対応していただきたい。

【現状・課題について】
〇（中央区役所区政策課長）本庁倉庫と管財倉庫の再編・再整備について、選挙事務に配慮していただきたく、中央区選挙管理
委員会事務局と協議をお願いしたい。
→（管財課長）本庁倉庫や第２会議室棟などは老朽化しているため、取り壊す予定である。なお、関係課から話を伺うと使用され
ていない状況もあることから、（仮称）第３別館の整備が決定した際には、別の倉庫へ移動してもらうことや物品を少し減らして
もらうなど、協議を得ながら調整していきたいと考える。
〇（南区役所区政策課長）ストックヤードについて、（仮称）第３別館に設置されるのか。
→（管財課長）本庁倉庫を取り壊す予定のため、機能を入れてきたいと考える。
→（南区役所区政策課長）大きさは同規模程度か。
→（管財課長）新たに公共施設を設置する中で、ストックヤードの床面積を増やすということは考えていない。現在、使用してい
る所属に協力を得ながら、削減してきたいと考える。
→（南区役所区政策課長）搬出・搬入はどのようになるのか。
→（管財課長）公用車北側駐車場に設置した場合、市民や職員の主要な入口は第２別館側と考えている。駐輪場や障害者等用駐
車場も同様である。ストックヤードについては、１６号側の北側に設けて、北側からの搬出・搬入を想定している。

【施設機能の拡充について】
〇（緑区役所区政策課長）施設機能の拡充について、カフェはどのような運営形態を想定しているのか。
→（管財課長）カフェの設置については、本庁舎周辺等への設置について議会等からも提案を受けており、昨年度から当課にお
いてカフェ事業者へヒアリング等を行ってきた。結果的に事業者が新たな建屋を設置し運営することは難しいため、市で新たな
建屋を設置し、場所を貸し出した中で運営することを考えている。引き続き、実施に向けて、事業者へのヒアリング等を行ってい
く。
→（緑区役所区政策課長）本庁舎６階食堂の事業者が撤退した理由として、設備の老朽化や維持管理費の増加等があると伺って
いるが、少なからず立地の問題もあると考える。仮にカフェを設置した場合、近隣の状況等を踏まえた事業性の整理が必要だと
考えるが、いかがか。
→（管財課長）交流スペースも含めた形でヒアリングを依頼している。事業者との実際の対面はこれからであるが、現時点の本
市の考えを伝えた中では、詳細を伺いたいと言われている。一定の事業性については、事業者側において全く否定されている
ものではないため、可能性はあると捉えている。これからいくつかの事業者へ声をかけて、慎重に進めていきたい。
→（緑区役所区政策課長）過去に市民会館の食堂を担当していたが、頻繁に事業者が入れ替わっていた。指定管理の業務ではあ
るが、後継を探すのに苦慮していたと聞いている。そのような点も十分に把握した上で、検討を進めていただきたい。
→（管財課長）食堂については、厨房の維持管理費に費用がかかるものであり、一方、カフェの場合は、食堂のような厨房設備は
必要ないが、電気系統の整備に費用がかかると聞いている。設置までの準備や立地等についても、詳細にヒアリングを行い、実
現できるよう取り組んでいきたい。

【市民が「自由に利用・交流する場」の創出について】
〇（緑区役所区政策課長）延床面積の考え方について、（仮称）第３別館は新設の扱いとなり、延床面積も２，４００㎡程度に増え
ている。現在、アイススケート場や道の駅など新たな公共施設の検討が進められている一方で、津久井総合事務所の再編では、
２０％のダウンサイジングを掲げている。市全体として公共施設マネジメントを推進している中で、床面積が削減されていると
はあまり感じられない。公共施設をどのように管理していくかは非常に大きな問題であり、行財政構造改革プランに位置づけら
れた経緯もある中で、考え方について伺う。
→（アセットマネジメント推進課長）必要な機能については、設けていかなければならないと考える。前回の延床面積から１，００
０㎡程度増えているが、内訳等はあるのか。
→（管財課長）今回増えた１，０００㎡程度については、交流スペースやカフェ等の設置を検討している。また、若干ではあるが事
務室も増やしていきたい。
→（アセットマネジメント推進課長）カフェの設置については、本庁舎６階食堂の代替的な位置づけであると捉えられるが、交流
スペースの必要性はどのような視点からの考えか。
→（管財課長）町田市や横浜市など庁舎の新設や立替、増築を行ったところでは、このような機能を設けている自治体がほとん
どである。本市の場合、このような機能がないため、職員の定数増の対応はありつつも、当課としては、参考資料に掲載してい
るキッズスペースや子どものトイレなどを設置していきたい想いがある。
→（アセットマネジメント推進課長）関係課長打合せ会議の中で「子どもの遊び場」との意見もあったが、要件として十分なものな
のか。
→（管財課長）交流スペース等の検討を進める中で、１つのキーワードとして「子ども」を考えている。「子どもの遊び場」の方向性
については、こども・若者未来局で検討を進めているが、調整した中で庁議に諮っている。
→（アセットマネジメント推進課長）延床面積を増やす理屈については理解できるが、「子どもの遊び場」を理由に床面積を増や
すというのはいかがなものか。
→（管財課長）こども・若者未来局の考えとしては、利便性が高く、市内全域から集まれる場所に設置できることが一番の願いで
ある。しかし、今回の整備用地の利便性を考慮すると、そこまでのものは設置できないが、地区を限定した際に、ニーズがあるも
のと考えるため、引き続き、こども・若者未来局と調整を図っていく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜＜次ページあり＞＞

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.6.19 （庁議種類） 調整会議

原案のとおり上部会議に付議する。
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（庁議結果）

＜＜つづき＞＞

【整備用地について】
〇（緑区役所区政策課長）公用車北側駐車場について、駐車場の一部を職員も使用しているが、整備後は使用できなくなるとい
うことか。
→（管財課長）暫定の代替地として、市体育館の跡地を駐車場として供用する考えでいる。本庁舎の今後のあり方の中で、取り
壊す施設も含め、どのように周辺施設を使用していくか検討していく。なお、議員の駐車場も同様の考えとなるため、これから
調整を図っていく。
〇（経営監理課長）整備用地について、公用車北側駐車場と第２別館の間は、それなりの交通量があると考える。（仮称）第３別
館を整備した場合、市民の動線がまだ見えない部分はあるが、どのような安全対策を考えているか。
→（管財課長）今後、警察との協議によるが、横断歩道の設置等について考えていかなければならない。本庁舎と（仮称）第３別
館の接続については、動線を踏まえながら検討していく。なお、渡り廊下については、既に職員会館との間に渡り廊下があるた
め、建築基準法において設置が困難であると聞いていることから、検討はしていない。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.6.19 （庁議種類） 調整会議

原案のとおり上部会議に付議する。
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（庁議結果）

【現状・課題について】
〇（中央区役所副区長）第２会議室棟について、説明資料４ページには「会議室棟、第２会議室棟を有効活用」と記されているが、
一方で、調整会議の議事録では「老朽化のため取り壊す予定」と管財課長が発言されている。第２会議室棟は残しておくという
認識で良いか。
→（財政部長）第２会議室棟と本庁倉庫は取り壊し、会議室棟は残す予定である。
→（中央区役所副区長）調整会議で中央区役所区政策課長が発言しているが、区選挙管理委員会事務局は保管庫や作業スペー
ス、トラックが横付けできる場所等の確保が必要なため、市役所周辺の再編に当たっては協議させていただきたい。

【市民が「自由に利用・交流する場」の創出について】
〇（中央区役所副区長）市民が「自由に利用・交流する場」の創出について、調整会議でも議論になっていたが、安全対策等につ
いて同様に思う部分がある。実際に市民の動線を考えた場合、関係車両や公用車が多く通る第1別館と第２別館の間や、本庁舎
正面玄関横の細い道を通らなければならい。公用車北側駐車場は市民が気軽に立ち寄れる場所なのか、整備用地として他の候
補地は考えられなかったのか。
→（財政部長）他の候補地は考えていない。
→（中央区役所副区長）公用車北側駐車場は本庁舎の裏側となっており、人通りが少ない印象がある。子どもの遊び場等を設置
することを検討しているのであれば、例えば、本庁舎正面の駐車場内で広い歩道と接しているような場所が適地であり、安全も
確保できるのではないかと考える。
〇（財政部長）気軽に市民が立ち寄れる視点については、現時点の１つの考えではあるが、２階・３階には、こども・若者未来局の
事務室を設置し、１階が子どもの遊び場や居場所となれば、２階・３階には気軽に立ち寄れるのではないかとも考えている。

【整備用地について】
〇（中央区役所副区長）（仮称）第３別館について、市役所周辺の再編を検討する中で建物を残しておくという認識で良いか。
→（財政部長）現時点ではまだわからない。基本的には残す考えでいるが、取り壊す可能性もある。
→（市長公室長）（仮称）第３別館も含め、今後、周辺施設がどのようになるのか整理していただきたい。いつ取り壊され、いつ改
修されるのか、など。例えば、説明資料４ページの位置図では、（仮称）第３別館整備後も、第２会議室棟や本庁倉庫も残るものと
捉えられてしまう。
→（財政部長）説明資料を修正する。
→（財政局長）公用車北側駐車場の代替地として、市体育館跡地等を使用する考えでいる。なお、市体育館跡地を暫定駐車場と
するが、駐車場が一番混雑する３月・４月でも第１・第２駐車場は１００台近くスペースが空いている状況である。また、第２会議
室棟と本庁倉庫を取り壊した場合は、跡地の方針が決定するまでは、暫定駐車場として使用していきたい考えでいる。
〇（市長公室長）建物の面積について、指定容積率が４００％であることからさらに床面積を増やすことも可能であるが、現在の
案とした理由について伺う。
→（財政部長）現時点において必要となる事務室としての面積を確保したものである。

【整備費用について】
〇（市長公室長）整備費用について、ＲＣ造からＳ造へ見直した理由について伺う。
→（財政局長）市役所周辺の施設の考え方が決まっていない中で、（仮称）第３別館をどこまで有効活用していくのかもまだわか
らない。そのため、取り壊す際に支障とならないようＳ造とした。
→（市長公室長）それぞれの耐用年数について伺う。
→（財政局長）ＲＣ造が６０年、Ｓ造が３０年～４０年である。

【審議事項について】
〇（市長公室長）審議事項について、何を意思決定の内容とすべきか整理する必要があり、このままでは議論の幅が広がると考
える。整備にあたり、１階の機能は、基本設計の中で決めるのか、それとも基本設計前に決める必要があるのか。
→（管財課主査）２階・３階の事務室については、用途が事務室であることに変わりはないことから、時間をかけて検討すること
が可能と考える。１階については、想定される使い方が対応可能となるような用途を基本設計の前までに整理すれば問題ない。
→（財政局長）１階については、別途議論が必要であると考える。
→（市長公室長）現在の説明資料は、令和６年度の決定会議を踏まえた内容となっているが、新たな整備方針として諮るのであ
れば、新たな提案として説明した方がわかりやすいのではないかと考える。また、施設機能について意見を求めるのは構わない
が、具体的にいつ決めるのかスケジュールの中に示していただきたい。
→（財政局長）施設機能の具体的な内容ではなく、市民が「自由に利用・交流する場」の創出というコンセプトを諮るのであれば、
説明資料３ページの内容を整理していただきたい。
→（政策部長）今回の庁議にて、市民が「自由に利用・交流できる場」の創出というコンセプトを決めるということだが、庁内で他
に希望している施設等がなかったという認識で良いか。財政局として把握しているのか。
→（財政課長）庁舎の建替え等を行った際に、全国的にこのような場を設ける流れとなっていることから、本市も同様に設けて
いきたい考えである。
→（管財課総括副主幹）廃止した本庁舎内の食堂の代替機能として、カフェ機能を入れたいと考えている。
→（市長公室長）カフェを設置する場合、運営はどのような想定でいるのか。
→（管財課総括副主幹）民間事業者へ施設を貸し付けることを想定しており、その方が設置の可能性が高いと捉えている。

（開催日） R7.7.10 （庁議種類） 決定会議

継続審議とする。

庁議におけるこれまでの議論
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（庁議結果） 原案のとおり上部会議に付議する。ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

【令和６年度の庁議時点について】
〇（市長公室長）令和６年度における庁議内容を市長と各副市長は承知しているのか。
→（財政局長）説明している。
→（市長公室長）前回の庁議内容に基づき本年度の予算は措置しているのか。
→（管財課長）そのとおりである。公用車駐車場に２階建てという内容で設計費用を確保している。
→（市長公室長）当該内容は、議会においても説明しているのか。
→（管財課長）説明している。
→（市長公室長）本年度の予算は既に執行しているのか。
→（管財課長）執行はまだしていない。本庁議で承認を得た後に執行する。
→（市長公室長）説明資料２ページの前段の表記について、再度検討いただきたい。

【新たな課題について】
〇（政策部長）説明資料３ページの食堂廃止に伴う影響の緩和について、そもそも緩和しなければならないのか。食堂は役割を
終えて廃止したものではないのか。
→（管財課長）将来的な課題として検討することを議会で答弁しており、そのようなことを踏まえ「緩和」という表記とした。表記
については、改めて検討させていただく。
〇（市長公室長）予算を措置してから半年も経過していない中で、また、予算も執行していない状況で、新たな課題が発生する
のか。時系列を確認し、庁議に改めて諮る理由を整理していただきたい。

【市民が「自由に利用・交流する場」の創出について】
〇（市長公室長）市民が「自由に利用・交流する場」の創出について、前回の決定会議で中央区役所副区長から他の候補地につ
いて意見があったが、どのように整理したのか。
→（財政部長）「自由に利用・交流する場」の話が先行してしまったが、（仮称）第３別館は事務室・会議室の再編・再整備を目的と
しており、「自由に利用・交流する場」は付随する機能である。前回の決定会議でも説明したが、他自治体の庁舎再編の最新事例
を見ると、フリースペース等を設けている施設が多いことから着想を得たものであり、今後、市役所周辺の再編を検討する上で
も有益となるものと捉えている。
→（中央区役所副区長）説明資料等では、そのような機能が盛り込まれる前提のように見えてしまう。そのため、整備用地が公用
車北側駐車場ということに疑問を持った。
→（市長公室長）現時点で各階の利用形態は決まっていないが、「自由に利用・交流する場」を何階に設ける想定でいるのか。
→（財政部長）１階である。
→（市長公室長）「自由に利用・交流する場」が付随する機能であるならば、１階である必要はないのではないか。本庁舎から離れ
た場所に、そのような場を設けることに疑問を感じる。
→（中央区役所副区長）どのような市民を対象と考えているのか。対象者により人の流れが変わると考える。市民がそこまで足
を運ぶのか疑問である。
→（財政部長）動線については、事務室として何を設置するかにより変わると考える。１つの考えではあるが、２・３階にこども・
若者未来局の事務室、１階に子どもの遊び場を設置した場合、保護者が事務室へ気軽に立ち寄ることができ、相乗効果が生ま
れると考える。本市にはフリースペース等を設けている庁舎はなく、課題であると認識している。本庁舎内への設置も検討した
が、スペース等の問題から難しい状況となっている。そのため、（仮称）第３別館には実証的な機能としても設置していきたい。

【整備用地について】
〇（市長公室長）安全対策について、整備用地には横断歩道がないが、どのような対応を考えているのか。
→（財政部長）新たに横断歩道を設置することを考えている。
→（政策部長）交差点が近くにあるため、正面には設置できないのではないか。
→（財政局長）交差点に設置する想定でいるが、現在の公用車駐車場付近に横断歩道が設置されているため、そこも含めて検討
していく。なるべく当該別館の近くに横断歩道が設置できるように調整していきたい。
→（市長公室長）課題として説明資料に追記していただきたい。
〇（市長公室長）各階の構想について、内訳をどのように考えているのか。
→（財政局長）１階は「自由に利用・交流する場」、２階・３階は事務室を想定している。
→（管財課長）事務室は各フロア４４０㎡程度の大きさを想定している。イメージとして、第１別館のワンフロア片側の大きさと同
程度である。
→（市長公室長）各階の構想図を資料として添付できるか。
→（管財課長）イメージ図（案）となるが添付することはできる。
→（総務局長）駐輪場は整備されるのか。
→（管財課総括副主幹）市役所側の正面入口付近と裏側となる国道１６号側にも設ける想定でいる。
→（財政局長）障害者用の駐車場も正面入口付近に設ける想定でいる。また、緊急車両の駐車場としても使用する。なお、現在の
車庫はそのままとなるが、車庫との境界はフェンス等で区切らなければならないと考える。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.7.16 （庁議種類） 決定会議
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（庁議結果） 差し戻しとする。

【経過について】
〇（市長）令和６年１２月の決定会議において、公用車駐車場への整備は承認されていたのではないか。
→（財政局長）そのとおりである。
→（市長）当初の公用駐車場は本庁舎から離れており、また、歩道も片側のみのため、最初から公用車北側駐車場での検討が必
要だったのではないかと感じる。
〇（奈良副市長）令和６年１２月の庁議は決定会議で承認されているが、今回、戦略会議まで付議した理由について伺う。また、
当初予算を措置している中で、４月に入札手続きを開始していれば、既に実施設計に入っている状況である。失礼な言い方では
あるが、遅れたがゆえにこのような提案ができたように見受けられ、庁議への付議のあり方として違和感がある。加えて、整備
用地を変更した理由として「近隣住宅への日陰や騒音等の影響軽減」などを上げているが、そうした要素も踏まえた上で、決定
会議で承認し、進めることとしたのではないか。客観的に見ると、別の要因があったように感じられる。
→（市長公室長）７月１６日の決定会議においても同様の議論をしている。議事録にも記載されているが、予算を措置してから半
年も経過していない中で、また、予算を執行していない状況で、整備する場所が変更されることについて客観的に違和感がある
ことは否めないと考える。なお、非常に大きな変更点であったため、戦略会議に付議させていただいた。
〇（大川副市長）この事業に関しては、昨年度の予算査定において、様々な意見が出ていたものと覚えている。その時の意見を
踏まえ、今回の提案に至ったのではないか。
→（石井副市長）そのとおりである。査定時において、公用車北側駐車場への整備についても話が出ており、財政局内でもその
ような議論はあったが、決定会議で承認されたという経過も踏まえた上で、予算措置を行った。
〇（石井副市長）昨年度、総務局において職員定数を増やすという経過があったが、執務スペースが不足することについて財政
局へ説明がなかった。庁内の情報連絡が密に取れていなかったことが今回の最大の原因であり、このような状況を作っている
と考える。

【整備用地について】
〇（市長）（仮称）第３別館を公用車北側駐車場に整備した場合、現在の駐車場利用者は市体育館跡地の暫定駐車場を使用する
ことになるのか。
→（財政局長）駐車場所を指定せず、市役所周辺の空いている駐車場を利用していただく考えである。

【建設・解体の流れについて】
〇（市長）本庁倉庫を令和１１年に解体する予定としているが、解体までの時間が長いと感じる。時間を要する理由はあるのか。
→（財政局長）（仮称）第３別館へ機能を移転した後に解体するためである。
〇（市長）第２会議室棟と本庁倉庫の跡地は倉庫となるのか。
→（財政局長）跡地には新たな建物を建てず、暫定駐車場として使用していく考えである。今後、市役所本庁舎周辺の再編を検
討するにあたり、検討組織を立ち上げ、進めているところであるが、整備費用の財源として売却すべきか正式に決まっておら
ず、将来を見据えた種地として、暫定的な活用と考えている。

【機能について】
〇（市長）市民が交流できる場の創出について、このような視点は大事であると考えるが、どのような議論を重ねてきたか、経
過について伺う。
→（財政局長）横浜市や川崎市など庁舎を再整備した自治体では、このような場を必ず設けている。決定会議においても議論を
重ねてきた中で、市民が交流できる場のキーワードとして、財政局では「子ども」と考えているが、要件として十分なのかと言っ
た意見も当然にあった。
→（石井副市長）様々な機能が検討できる中で、このような機能とした経過について伺っている。
→（財政局長）子どもを連れて来庁された際、子どもの遊び場のような機能と、滞留できるようカフェのような機能が必要では
ないかと考え、このような提案とした。加えて、こども・若者未来局からは、中高生の居場所が特に必要ではないかと意見をいた
だいたため、閉館時間を延長し、学習の場や友人同士で交流できる場にしていきたいと考える。
→（石井副市長）通常、空地などがあった際は全庁に照会するといったプロセスがあるが、今回そのような経過はないのか。
→（財政部長）本庁舎内にどのような機能が足りていないのかといった点に関し、本館６階旧食堂に導入する機能といった視点
での照会は行っており、その中で、倉庫が不足しているという意見は多くあったが、議論はしていない。今回は、本庁舎において
不足している機能を所管部局として整理し、提案したものである。
→（市長）公共施設マネジメント推進プランにおいて、延床面積２０％削減の目標を掲げている中で、整備場所を変更することに
より、１，０００㎡程度の延床面積が増加することになる。また、総事業費も当初の予定から倍近い金額まで増額となっており、
相当の理由が求められると考えられる。良いものに変えていかなければならないことは承知しているが、根拠が曖昧であり、議
論が足りていないと感じる。
〇（教育長）新たな倉庫を（仮称）第３別館の２階又は３階へ設置することは反対である。倉庫を使用するにあたり階段やエレ
ベーターを使うことは非効率であると考える。また、公用車北側駐車場横のスポーツクラブの利用者の車が列を成しており、（仮
称）第３別館の入口が懸念点である。路上駐車の対策を考えていかなければならないと考える。
〇（奈良副市長）主な追加機能について、他局の意見を聴取していないのであれば、どのような機能を追加するべきなのか、改
めて整理していただきたい。仮に、子どもの居場所として整備するにしても、十分な駐車場スペースが確保されるのか、ベビー
カーや子どもの手を引いた保護者が道路を横断しなければならないような場所を子どもの居場所として本当に良いものなの
か。
〇（中央区役所区長）今回の提案は、市民が交流できる場を創出することを前提としているが、どの部署を入れるかは、これか
らの議論となるのか。追加機能を決めるにしても、入る部署が決まらなければ、設置場所を特定しない方が良いと考える。ま
た、市役所周辺の再編がある中で、（仮称）第３別館を先行して進めても支障はないのか。
→（財政局長）市役所周辺の再編については、１、２年で決まる話ではなく、他都市の状況を踏まえると１０年程度の期間を要し
ている。まずは、課題である事務室の狭あいを解消していかなければならない。また、（仮称）第３別館に入る部署により追加機
能が変わると考えるが、現状の各課の状況等を踏まえながら検討していきたい。なお、具体的な部署まではまだ決まっていな
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜＜次ページあり＞＞

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.7.25 （庁議種類） 戦略会議
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（庁議結果） 差し戻しとする。

＜＜つづき＞＞

【整備費用について】
〇（市長）総事業費について、見直し後に増額となる理由について伺う。
→（財政局長）建築費用を算出する上で考え方の１つであるが、階層が１階分高くなった場合、元の階数を分母、増えた階数を分
子とし、総事業費に乗じて算出する手法がある。概算ではあるが、元の金額に２分の３を乗じて算出した。また、物価上昇もある
ため、その分も見込んだ金額となっている。
→（市長）当初の総事業費に物価上昇分は見込まれているのか。
→（財政局長）物価上昇も見込んだ金額となっている。

【事業スケジュールについて】
〇（市長）事業スケジュールについて、当初時点から既に遅れているが、引き渡しまで２年半と想定していた中で、見直し後に期
間がさらに延びている理由について伺う。
→（財政局長）階数を増やしたことにより、設計及び工事期間が当初時点より延びるためである。

【その他】
〇（市長）市民が交流できる場の創出というのは良い視点と考えるが、熟議が足りていないため、改めて議論していただき、丁
寧に進めていただきたい。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.7.25 （庁議種類） 戦略会議
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（庁議結果） 原案のとおり上部会議に付議する。ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

【整備用地について】
〇（政策部長）整備用地について、（仮称）第３別館に駐車場はないという認識で良いか。また、こども・若者未来局が移転した場
合、利用者は第１駐車場などに車を停めて、ベビーカーを押しながら裏口玄関を通り、公用車北側駐車場へ向かうといった動線
になるということか。
→（財政部長）そのとおりである。
→（政策部長）例えば、海老名市では、子ども関連部署は本庁舎外に設置されているが、駐車場が設けられており利便性が高
い。市民の利用を考えた際に、大きな課題になるのではないかと危惧する。また、（仮称）第３別館の整備は、倉庫や会議室など
が不足していることから議論が開始されたが、各階構想（案）の中で、その部分が収まるということか。
→（管財課長）当初予定していた公用車駐車場においても、倉庫や会議室等が不足していることを前提に規模を検討していた。
今回の公用車北側駐車場は、その部分を確保した上で機能を追加したものであり、検討当初から考え方は変わってはいない。
→（シビックプライド担当部長）子育て世帯が駐車場からベビーカーを押して、この距離を歩くことに心配な部分がある。

【横断歩道の設置について】
〇（市長公室長）横断歩道の設置について、現在の検討状況について伺う。
→（管財課長）戦略会議の後、相模原警察署へ相談に伺った。公用車駐車場に設置されている横断歩道は、現行基準では例外的
な位置づけのものとなっており、警察署でも対応を考えている。そのため、公用車駐車場の横断歩道を整理するということであ
れば、公用車北側駐車場の横断歩道の設置に関して相談の余地はあると言われている。
→（市長公室長）令和１１年度の引き渡しまでに間に合うのか。
→（管財課長）公用車駐車場の横断歩道の整理についてご理解いただけるのであれば、令和１１年度までに間に合うよう調整し
ていく。
→（市長公室長）そのような考えであれば、事業スケジュールに交通管理者との協議を追記していただきたい。
〇（シビックプライド担当部長）横断歩道を新たに設置する場合、（仮称）第３別館の正面に設置できるという認識で良いか。
→（管財課長）警察署との打合せの中で、具体的な位置についての確約は得られていない。動線については、限られた敷地の中
で対応していく必要があり、本館側の敷地の外構の中で整理するとともに、今後の設計において公用車北側駐車場側の動線も
整理する。なお、こどもの遊び場は、民間事業者も関心があり否定的な意見も出ていない。様々な知見を持っているため、動線
についても意見を伺いつつ、工夫しながら対応していきたい。
→（シビックプライド担当部長）第２会議室棟の跡地を活用することはできないのか。
→（管財課長）会議室などが不足している中で、第２会議室棟の解体を待つということは現実的ではなく、（仮称）第３別館を整
備した後に第２会議室棟を解体するという順番が整理した結果である。

【各階構成（案）について】
〇（市長公室長）各階構成（案）について、こども・若者未来局が移転することを前提に議論を進めているが、動線の課題もある
ことから、例えば、本館１階の国保年金課側に移転させることはできないのか。
→（管財課長）国保年金課も来庁者がある程度いるため、同様の課題が生じると考える。当課としては、こども・若者未来局を移
転させる前提ではなく、庁内の照会結果を説明資料に載せさせていただいた。各階構成については、他の機能も含めて親和性
なども考慮し議論していかなければならないと考える。
→（市長公室長）渡り廊下を設けるといった道路内建築物による対応も考えられるが、議論の経過はあるのか。
→（管財課長）１建物につき１箇所の設置が原則となっており、既に第１別館と職員会館が渡り廊下でつながっているため、建築
審査会等の手続きを踏まえた許可を得ないと設置が難しい旨を公共建築課から伺っている。
→（市長公室長）戦略会議にて議論が足りていないとの意見もあったことから、関係機関との調整経過等を説明資料に追記して
はいかがか。
→（管財課長）検討させていただく。

【その他】
〇（財政局長）戦略会議の際に、公用車北側駐車場に隣接するスポーツクラブの渋滞について意見があったが、その後の対応に
ついて伺う。
→（管財課長）戦略会議の後、スポーツクラブのマネージャーとお会いすることができたため、本庁舎駐車場を貸し付けている事
業者を紹介し、事業者同士で話し合いをしていただいた。現在、スポーツクラブ側が駐車場の利用チケットを購入し利用者へ無
料で配布するなどの方策を検討していただいている。
→（財政局長）前向きに検討しているということか。
→（管財課長）そのとおりである。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.10.6 （庁議種類） 決定会議
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第１３回 戦略会議 議事録                    （様式４） 

 

○開催日 ：令和７年１０月３０日 

○開催場所：第１特別会議室 

 

○案件名：（仮称）第３別館の公用車北側駐車場における整備について 

 

（庁議構成員） 

■市長 ■石井副市長 ■奈良副市長 ■大川副市長 ■鈴木教育長 ■市長公室長 

■総務局長 ■財政局長 ■政策部長 ■シビックプライド担当部長 ■財政部長 

■緑区長 ■中央区長 ■南区長 

 

（担当課） 

■財政局長 ■財政部長 ■管財課長 ■財政課長 

 

 
 

(１)主な意見等 

〇( 市長) 指定都市のフ リ ースペースの設置状況について説明いただき たい。  

→( 財政局長) 近年では、横浜市や川崎市において庁舎の建替えを行っ ており 、岡山市でも 庁舎

を建替えている。 どの指定都市においても 、 ロビーやアト リ ウムなど、 市民の交流スペー

スを 設けている状況である。本庁舎のあり 方に関する審議については、別途進めていく が、

（ 仮称） 第３ 別館を 整備する のであれば、 市民の交流でき る場を 設けるこ と が望まし いと

考える。 また、 そのよう な視点も １ つの材料と し て、 本庁舎のあり 方を検討し ていき たい。 

→( 市長) 参考資料と し て、他自治体の道の駅の資料が添付さ れているが、こ の内容について説

明いただき たい。  

→( 財政局長) こ ども・ 若者未来局から 情報提供いただいた資料である。関東県内では比較的新

し い道の駅「 八千穂高原」 であるが、 ２ 階がすべて交流スペースと なっ ており 、 子ども 達

が遊べるジャ ングルジムが設置さ れていたり 、 高齢者の方が制作し た美術品などが展示さ

れている。 こ ども ・ 若者未来局では、 こ のよ う なイ メ ージのも のを 考えており 、 面積的に

限ら れているが、（ 仮称） 第３ 別館にも 、 こ のよう なイ メ ージのも のを 設けていき たいと 考

える。  

〇( 市長) 説明資料７ ページ「 機能の裏付け整理」 について、 ７ 月の戦略会議では、 導入する機

能に関し て様々な意見があっ たが、 庁内照会の結果が記載のと おり と いう こ と か。  

→( 財政局長) そのと おり である。 事務室の移転も 含め改めて庁内へ照会し た結果である。  

→( 市長) 内容が漠然と し ていると 感じ る。 今年度に基本・ 実施設計の準備に入るが、 機能につ

いては、 その時点で内容が整理さ れるのか。  

→( 財政局長) 今年度に入札を行う が、機能については設計の過程の中で決めていく 。設計を 請

負う 事業者の考えも あるため、 意見交換を行っ ていき たい。 また、 新たな課題が生じ た場

合、 設計期間内であれば、 組み込めるも のは組み込んでいき たい。  

→( 市長) 移転を 希望する所属において、 例えば、 こ ども・ 若者未来局が移転し た場合、 面積的

に足り るのか。  

→( 財政局長) 面積的には足り る。 現時点では、 １ 階に市民が交流でき る場と カ フ ェ 、 ２ 階・ ３

階に事務室を設ける想定である。 各階の床面積は約８ ０ ０ ㎡で、 イ メ ージと し ては第１ 別

館の１ フ ロアと 同程度の大き さ である。  
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→( 市長) 中央区役所の移転も 候補の１ つと 考えるがいかがか。  

→( 中央区長) 中央区役所と し ても 議論を 重ねたが、 今回希望し なかっ た。 理由と し ては、 区民

課の機能が本庁にあり 、 国保年金課や税金関係で来庁さ れる市民も 多い中で、 わざわざ道

路を 渡っ ていただく 必要があるのか。 また、（ 仮称） 第３ 別館の１ 階にフ リ ースペースを 設

ける場合、 多く の方が２ 階に上がら なければなら なく なり 、 市民サービスの低下につなが

る恐れがあると 考え、 希望し なかっ た。  

〇( 奈良副市長)（ 仮称） 第３ 別館の階層について、 現時点では３ 階建てと し ているが、 ３ 階建

て以上の構想はないのか。 後々、 狭隘など課題が発生し た場合、 新たな建物を 建てると い

う 考えではなく 、 今から 床面積に余裕を 持たせた方がよいのではないか。 事務室が２ 階・

３ 階だけでは心配な部分がある。  

→( 財政局長) １ 階層上げるこ と により 、整備費用が増額し 工期も 延びるため、その部分と の兼

ね合いと 考える。  

→( 市長) ４ 階建て、 ５ 階建てにするこ と はでき るのか。  

→( 財政局長) 建てるこ と は可能である。  

→( 市長) 階層を 上げた場合、 近隣住民から 反対意見が出る可能性はあるのか。  

→( 財政局長) 住宅が少ないこ と を 理由に公用車北側駐車場へ整備用地を変更し ており 、日影や

騒音等も 問題はないも のと 考える。  

→( 市長) １ 階層上げると 、 工期はどの程度延びるのか。  

→( 財政局長) １ ． ３ 倍程度延びる。 当初が１ ０ か月であれば１ ３ か月と なる。 また、 整備費用

は５ 億円程度、 増額と なる。  

→( 市長) 職員は手狭な中で業務を 行っ ているため、なるべく 広く 事務室を 確保し ていただき た

い。  

→( 奈良副市長) 後々、 階層を 上げなかっ たこ と を 後悔するのではないか。 例えば、 緑区役所の

現状について伺いたい。  

→( 緑区長) ３ 階、４ 階の福祉部門と こ ども 部門は事務室が非常に手狭になっ ており 、会議室も

なく なっ ている状況である。 本庁舎の建替えが１ ０ 年から １ ５ 年程度かかる中では、 職員

数の増員も 考慮し た上で検討し た方がよいのではないかと 考える。  

→( 財政局長) 事務室の 1 人当たり の面積と し て、８ ㎡程度確保するこ と が決めら れている。現

在、 本市は 1 人当たり ５ ㎡を 下回っ ており 、（ 仮称） 第３ 別館を 整備し た場合でも ごく わず

かし か増えない状況である。  

→( 市長) 横浜市と 川崎市はすべての所属が庁舎内に入っ ているのか。  

→( 石井副市長) 川崎市は、 別棟が残っ たままである。 財政局と し て、 どれだけ必要だと 考えて

いるのか。  

→( 財政局長) ３ 階建てで支障はないも のと 考える が、 奈良副市長がおっ し ゃ る こ と を 含めれ

ば、 心配な部分は残る。  

→( 市長) 今後、 職員定数は４ ２ ０ 人増えるのではないか。  

→( 財政局長) 1 人当たり ８ ㎡の確保については今後の対応と なるが、 現在の事務室の中で定数

増分は収まるも のと 考える。  

→( 石井副市長) 仮に４ 階建てと し た場合、スペースに余裕ができ 応用も き く ためメ リ ッ ト にな

るのではないか。 財政局と し て、 その点はどう 考えるのか。  

→( 財政局長) ７ 月の戦略会議でも ご意見のあっ た、民生委員等の面談室や相談場所がないと い

っ たこ と に対し ても 対応でき ると 考える。 また、 こ ども ・ 若者未来局にし ても 健康福祉局
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にし ても 個別相談はあり 、 今も 必要と さ れているため、 整備費用が増額と なり 工期も 延び

るこ と になるが、 ご理解いただけるのであれば、 建てるこ と はでき る。  

→( 石井副市長) ３ 階建てにこ だわら ず必要な部分を 考慮し 、３ 階建て以上を基本と し ても う 一

度検討いただき たい。  

〇( 教育長) フ リ ースペースの活用方法について、中高生の居場所であれば、利用者は自転車で

来たり 、 また、 隣にお子さ んのスペースがあると 、 親和性と し て整理が難し く なる可能性

があるため、 お互いが融合でき るよう にするこ と は難し いと 考える。  

→( 財政局長) 学校がある時間帯は、中高生は来ず、小さ なお子さ んは午前中が活動し やすいな

ど、 生活リ ズムに時間的な違いがある。 また、 公民館が夜１ ０ 時まで開いているため、 １

階については、 同じ 時間帯まで開けたいと 考える。  

〇( 中央区長) 取り 壊す予定と なっ ている第２ 会議室棟及び本庁倉庫には、中央区選挙管理委員

会事務局の物品が相当数保管さ れている。 移動先がまだ決まっ ていないため、 建物の整備

に合わせて、 物品を どのよう に整理し ていく のか、 引き 続き 、 相談に乗っ ていただき たい。 

〇( 市長) 公用車駐車場前の横断歩道を 無く すこ と に問題はないのか。  

→( 財政局長) 別の場所に新たな横断歩道を設置し 、そこ を渡っ ても ら えれば問題はない。設置

場所については、 今後、 警察署と 協議を 重ねていく 。 また、 動線と なる敷地内通路は自転

車の駐輪場と なっ ているため、 そのよう な部分も 整理し ていき たい。  

〇( 奈良副市長) 横断歩道の設置について、道路は横断歩道や信号が設置さ れていると こ ろ を 渡

るが、 横断歩道が無く なっ た公用車駐車場前の道路を職員が横断するこ と は、 道路交通法

上、 原則認めら れない。 道路の横断については、 過去に市民から 苦情があっ たため、 慎重

に検討し ていただき たい。 また、 本当に横断歩道を ２ か所設置でき ないのか、 警察署と よ

く 協議し ていただき たい。  

〇( 市長) フ リ ースペースの活用方法と し て、こ ども・ 若者未来局と 危機管理局だけではあっ た

が、 中央区の保護司から は、 相談室が足り ていないと いっ た意見を毎回いただいている。

また、 事務室が手狭と 感じ る と こ ろ が多々あり 、 限り ある財産の中で職員が働き やすい環

境と し て、 も う 少し 余裕を 持っ ていただき たく 、 ３ 階建て以上で改めて検討すると いう こ

と で了承と する。  

 

 

(２)結 果 

○原案のと おり 承認する。  

ただし 、 庁議の意見を 踏まえ、 資料を一部修正するこ と 。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


